
 

外貨積立 サービス概要説明書 

 

(2023 年 4 月 17 日 現在) 

外貨積立とは、円普通預金口座からの払戻し（引落し）と外貨普通預金口座への預入れ（外貨の買付）を、指定された積立日に自動的に行うサービスで

す。本サービスは、お客さまに定期的に外貨を買付いただき、大和ネクスト銀行において長期的に運用していただくことでお客さまの資産形成に資することを趣旨

としております（以下「本サービスの趣旨」といいます。）。外貨普通預金のリスク・留意点および商品概要については、大和ネクスト銀行ウェブサイトまたは大和

証券お取扱窓口にて外貨普通預金契約締結前交付書面 (兼外貨預金等書面) 兼商品概要説明書をご確認ください。 

サービス名 外貨積立 

ご利用いただける方 「ダイワのツインアカウント（※）」をお持ちの個人・法人のお客さま  

あらかじめ外貨普通預金口座を開設していただく必要があります。 

なお、お客さまが本サービスの趣旨にそぐわない取引を行っていたまたは行っていると大和ネクスト銀行が判断した場合は、本サービスのご利用をお断りする場合があ

ります。 

※「ダイワのツインアカウント」とは、大和証券の総合取引口座と大和ネクスト銀行の預金口座の両方を開設し、両口座の連携により、投資の待機資金を普通預

金で自動運用し、効率的に資産を管理することができるサービスです。 

お申込方法 大和ネクスト銀行取引サイトまたは大和証券お取扱窓口にてお申し込みいただけます。 

対象通貨 米ドル、豪ドル 

積立期間 期間の定めはありません。 

積立方法 積立は、円普通預金からの払戻し（引落し）と外貨普通預金への預入れ（外貨の買付）によって行います。なお、外貨普通預金への預入れ（外貨の買付）

に際し為替スプレッドはかかりません。 

※預入れされた外貨普通預金の払戻しに際しては、大和証券所定の為替スプレッドがかかります。詳細は「為替スプレッドについて」をご参照ください。 

積立金額 1,000 円以上 500 万円以下 1,000 円単位でご指定いただけます。 

※積立金額の指定は円に限ります。 

積立日 毎月 10 日・25 日です。どちらか一方、もしくは両方を指定いただくことが可能です。 

積立休止日 積立休止日は土曜日、日曜日、祝日等の外国為替取引ができない日を指します。 

積立休止日の取り

扱い 

積立日が積立休止日である場合、積立休止日の翌日（翌日が積立休止日の場合はさらに翌日）に振り替えを行うものとし、当該日を積立日とみなします。 

適用為替レート 積立日当日の大和ネクスト銀行所定の為替レート(TTM)を適用します。 

なお、外貨普通預金への預入れ（外貨の買付）に際し為替スプレッドはかかりません。 

※預入れされた外貨普通預金の払戻しに際しては、大和証券所定の為替スプレッドがかかります。詳細は「為替スプレッドについて」をご参照ください。 

申込可能件数 複数の積立申込が可能です。 

※同一通貨かつ同一積立日の積立申込は 1 件限りです。 

申込期限 ・大和ネクスト銀行取引サイトにてお手続きされる場合は、積立日当日の午前 5 時 59 分までにお申し込みください。 

・大和証券お取扱窓口にてお手続きされる場合は、積立日の前営業日までにお申し込みください。 

積立資金の 

取り扱い 

・積立日当日の午前 6 時以降に円普通預金口座から積立資金を払戻し、積立日当日中に外貨普通預金口座へ預入れします。 

・積立資金が円普通預金口座から引落しされた後、外貨普通預金口座へ入金するまでの間は、積立資金の払戻しや、他のお取引の資金に充当することはでき

ません。 

積立資金不足時の

取り扱い 

・積立日に円普通預金残高から積立資金を引落しできなかった場合には、積立を行いません（積立不実行）。３回連続で積立不実行となった場合、当該積

立申込は自動的に解約されます。 

・積立による引落しと他商品・サービス等による引落しを同日に行うべき場合であって、引落しすべき額の合計額全額を円普通預金口座から引落しできないとき

は、そのいずれを優先するかは大和ネクスト銀行が任意に決められるものとします。 

お預かり・払戻し ・積立により預入れされた外貨普通預金は他の預入方法（大和証券口座からの振り替えや、外貨定期預金口座からの振り替え等による預入れ）による外貨普

通預金と区別せずにお預かり・払戻しします。 

積立申込内容の 

変更 

・積立申込ごとに申込内容の変更が可能です。なお、他の積立申込と通貨・積立日が同一となるような申込内容の変更はできません。 

※積立通貨は変更できません。 

・大和ネクスト銀行取引サイトにてお手続きされる場合は、積立日当日の午前 5 時 59 分までにお申込内容を変更してください。 

・大和証券お取扱窓口にてお手続きされる場合は、積立日の前営業日までにお申込内容を変更してください。 

積立申込の解約等 ・積立申込ごとに解約が可能です。 

・大和ネクスト銀行取引サイトにてお手続きされる場合は、積立日当日の午前 5 時 59 分までに解約してください。 

・大和証券お取扱窓口にてお手続きされる場合は、積立日の前営業日までに解約してください。 

※外貨普通預金口座を解約される場合、すべての積立申込が解約されます。 

※積立申込を解約されても、外貨普通預金口座は解約されません（外貨普通預金口座の解約は別途お手続きが必要となります）。 

※お客さまが積立を行った後、短期間で積立申込を解約する行為を繰り返すなど、本サービスの趣旨にそぐわない取引を行っていたまたは行っていると大和ネクスト

銀行が判断した際には、本サービスのご利用をお断りし、または積立申込を一方的に解約する場合があります。 



 

その他の参考項目 ・本説明書に記載のない項目は、外貨普通預金契約締結前交付書面 (兼外貨預金等書面) 兼商品概要説明書をご確認ください。 

ただし、「外貨積立 サービス概要説明書」は、「外貨普通預金契約締結前交付書面 (兼外貨預金等書面) 兼商品概要説明書」に優先して適用されます。 

・金利情勢の動向等によっては、本サービスの一部または全部を停止することがあります。 

外貨預金のリスクに

ついて 

・外貨預金には為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受け取りの外貨の円換算額が、当初外貨預金預入時の払い込み円換算額を下回る

（円貨ベースで元本割れとなる）リスクがあります。 

例えば、下図（例１）のように、100 万円を 1 米ドル 100 円の時に米ドルに交換（預入れ）し、その後、1 米ドル 110 円の時に円に交換（払戻し）する

と、10 万円の利益が発生します。一方で（例２）のように 1 米ドル 90 円の時に円に交換（払戻し）すると、10 万円の損失が発生し、元本割れとなります

（利息は考慮していません）。 

 

 

 

為替スプレッドについ

て 

・積立による外貨普通預金への預入れ（外貨の買付）に際し、為替スプレッドはかかりません。 

・お預入れされた外貨預金の払戻しに際しては、外貨の売却（外貨から円への交換）をする際の為替レートに為替スプレッド（大和証券が提示する「Ask（買

値）と Bid（売値）の中値」と「Ask（買値）または Bid（売値）」の差額をいいます。）が含まれます。 

・したがって、為替相場の変動がない場合でも、お受け取りの外貨の円換算額が、積立に係る累計円貨額を下回る（円貨ベースで元本割れとなる）リスクがあり

ます。 

・預入時、払戻し時にかかる対象通貨の為替スプレッドは以下のとおりです。 

【外貨積立における対象通貨の為替スプレッド一覧表】 

通貨 
１通貨単位あたりのスプレッド 

預入時（積立時） 払戻し時 

米ドル（USD） 
かかりません 

最大 50 銭 

豪ドル（AUD） 最大 1 円 
 

外貨普通預金の利

息について（※） 

●適用金利 

変動金利であり、金融情勢の変化等により変更します。適用金利は大和ネクスト銀行のウェブサイトをご参照いただくか、大和証券のお取扱窓口にお問い合わせく

ださい。金利は通貨により異なります。 

 

●利息計算方法 

毎日の最終残高について付利単位を１補助通貨単位として、1 年を 365 日とする日割り計算とします（１補助通貨単位未満切捨て）。 

 

●利息支払方法 

毎年 2 月と 8 月の第３土曜日の翌日にお支払いします（利息は預金残高に組み入れます）。 

外貨普通預金にか

かる税金について

（※） 

 

（詳細についてはお

客さまご自身で公

認会計士・税理士

にご相談くださ

い。） 

【個人のお客さま】 

●お受取利息 

源泉分離課税 20.315％（国税 15.315％（復興特別所得税を含む。）、地方税 5％）が課税されます。 

※少額貯蓄非課税制度（マル優制度）はご利用いただけません。 

 

●為替差益 

為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収 2,000 万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得以外の

所得が年間 20 万円以下の場合には申告不要です。為替差損は、他の雑所得から控除できます。また、他の所得区分との損益通算はできません。 

【法人のお客さま】 

総合課税 

※非課税法人の場合は非課税 

預金保険について

（※） 

外貨預金は預金保険制度の対象外です。 

大和ネクスト銀行が

契約している指定

紛争解決機関

（※） 

一般社団法人全国銀行協会 

連絡先：全国銀行協会相談室 

電話番号：0570-017109 または 03-5252-3772 

サービス名の欄に（※）のある箇所は外貨普通預金契約締結前交付書面兼商品概要説明書と同じ内容です。 

 


